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担当課

雇用創出推進事業

有効求人倍率の上昇による人手不足や求人確保に対する企
業側の意識の変化などに対応するため、公共職業安定所、商
工会議所と連携した企業訪問を実施し、人材マッチング支援
やイベントなどの情報発信に努めることで、地域経済の活性
化と若者の地元就職・地元定着を図る。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算 商工労働課

就業対策促進事業

国、県と連携を図りながら、若者、女性、高齢者、障がい者の
就業を促進する。
就職セミナー開催などの情報について、広報紙・ホームページ
などで周知を行う。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算 商工労働課

高年齢者就業機会確保事
業

高年齢者が増加する中、働く意欲を持つ高年齢者の就業推進
は、生活の安定、生きがいの向上、健康増進のために重要な
ものであるため、その活動を支援しているシルバー人材セン
ターに対し、補助金を交付し、高齢者の更なる活躍の場の創
出を支援する。

R1以前～
R9以降

8,639 商工労働課

地域職業相談室管理事業

公共職業安定所の再編に係る代替措置として国（ハローワー
ク宇部）と市が共同して平成21年4月6日から地域職業相談室
を設置している。雇用能力開発支援センター内に設置し、求人
情報提供、職業相談、職業紹介等就職支援を行っている。

R1以前～
R9以降

228 商工労働課

「さんようおのだ就職フェ
ア」・「山陽小野田市合同
就職面接会」開催事業

市、ハローワーク及び商工会議所が連携して、本市独自の
「就職フェア」及び「就職面接会」を開催する。地元に特化した
就職説明会とすることで、地元企業の雇用確保を支援し、ま
た、若者の地元定着を目指す。

R1以前～
R9以降

91 商工労働課

（
２

）
職
業
能
力
の
開
発
向
上

雇用能力開発支援セン
ター施設維持管理事業

平成２０年３月末をもって雇用・能力開発機構小野田駐在が事
業を終了し、その後、市へと移管された施設。
地域に開かれた職業教育・職業訓練の場として、利用者・利
用団体のニーズに対応する施設としての体制整備及び環境
整備を行う。

R1以前～
R9以降

7,484 商工労働課

労働会館管理運営事業
勤労者および市民の福祉の増進に資する施設として利用促
進を図る。
指定管理者制度を活用し、施設の運営・管理を行う。

R1以前～
R9以降

7,885 商工労働課

優良勤労者表彰事業

優良永年勤続者（同一事業所に25年以上勤務した者、顕著な
技術開発等により事業所の発展に寄与した者）、優良永年農
林水産業従事者（農林水産業に専業として25年以上従事した
者）、優良勤労生徒（勤労生徒等、成績優秀な者）の表彰を毎
年11月23日の勤労感謝の日に実施する。

R1以前～
R9以降

274 商工労働課

勤労福祉推進事業（中小
企業退職金共済掛金事業
主負担補助金）

中小企業勤労者の福祉の増進を図ることで、雇用の安定と中
小企業の発展を推進する。
中小企業退職金共済掛金事業主負担分の一部や活動支援、
制度の普及活動を行う。

R1以前～
R9以降

800 商工労働課

労働者団体支援事業
勤労者の労働福祉の向上を図るため、労働福祉を目的とする
労働者団体の支援を行い、勤労者の福利厚生を充実させる。

R1以前～
R9以降

1,251 商工労働課

労働福祉金融制度事業
（中小企業勤労者小口資
金貸付制度）

貸付制度の充実を図ることで、中小企業勤労者の生活安定と
福祉の向上を図る。
県の貸付制度と協調し、金融機関が貸付を行う。また、制度の
啓発を行うとともに、原資を金融機関に預託する。

R1以前～
R9以降

1,217 商工労働課
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労働福祉金融制度事業
（離職者緊急対策資金貸
付制度）

離職者等の生活安定と福祉の向上を図るため、県の貸付制
度と協調し、金融機関が貸付を行う。また、制度の啓発を行う
とともに、原資を金融機関に預託する。

R1以前～
R9以降

1,080 商工労働課

企業誘致推進事業 ３－（４）
小野田・楠企業団地への新規誘致や内発促進（市内の既存
企業による設備投資）に努め、市内事業所の増加を図り、市
勢の発展へ寄与する。

R1以前～
R9以降

1,046 商工労働課

山口県企業誘致推進連絡
協議会負担金事業

小野田・楠企業団地への新規誘致や内発促進（市内の既存
企業による設備投資）をより一層推進するため、山口県企業
誘致推進連絡協議会と連携して誘致活動等を共に展開する。

R1以前～
R9以降

480 商工労働課

工場設置奨励金等交付事
業

３－（４）

厳しい都市間競争の中で企業誘致を進めるため、工場設置奨
励条例による優遇措置（工場設置奨励金、雇用奨励金、用地
取得奨励金、従業員住宅新設奨励金）を特典とし、企業誘致
活動を展開する。

R1以前～
R9以降

271,589 商工労働課

企業誘致展示会参加事業 理科大

小野田・楠企業団地の分譲を促進するため、首都圏等で開催
される展示会にブース出展し、企業進出の増進を図る。
また、ブースにおいて市の概要、小野田・楠企業団地の紹介
のほか、山口東京理科大学や市内企業のコーナーを設置す
るなど産学官連携の取組も実施する。

R1以前～
R7

166 商工労働課

本社機能移転等促進事業 ３－（４）
若い世代の市内定住や県外からの還流を図るため、山口県と
連携し、県外から本市に本社機能の移転を行う企業に対し奨
励金を交付することにより、事務系職場の創出に努める。

R2～
R9以降

10,000 商工労働課

工場設置資金融資事業
市内に工場建設等の設備投資を計画する企業が、投資を行
い易いように融資制度を設定することにより、資金の調達の選
択肢を広げる。

R1以前～
R9以降

10,000 商工労働課

産学官連携推進事業 ３－（４） 理科大

山口東京理科大学は、公立化及び薬学部の設置によって、学
生、教職員などの大学関係者による人口増加のほか、産学官
連携の強化による地域産業の活性化等が見込まれることか
ら、本市発展の核となることが期待されている。このため、大
学と市内企業の交流を促進することで、新商品の開発、人材
育成など幅広く連携する環境を整備する。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算 商工労働課

山陽小野田市産学官連携
推進協議会

３－（４） 理科大

山口東京理科大学の公立化を契機とし、平成28年7月25日に
市、理科大、小野田商工会議所、山陽商工会議所で構成する
山陽小野田市産学官連携推進協議会を立ち上げた。４者が連
携することにより、大学の情報シーズと企業ニーズを把握し、
マッチングを支援することで、企業の課題解決、新技術・新商
品開発につなげる。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算 商工労働課

企業ガイドブック活用事業

市内企業及び山口東京理科大学を紹介する「企業ガイドブッ
ク」を更新し、市内外の企業へ配布する等のPR活動を行うこと
で、市内企業が広く事業マッチングできるよう支援する。また、
大学の紹介を掲載することで共同研究につなげる。

R1以前～
R9以降

660 商工労働課

企業団地維持管理事業
企業団地内の公園や道路などの行政財産を適正に管理する
ことにより、既存企業のアフターケアに繋げていく。

R1以前～
R9以降

1,373 商工労働課

土地開発公社利子補給事
業

小野田・楠企業団地造成事業に係る費用の一部を山陽小野
田市土地開発公社が金融機関からの借入により負担してお
り、市は協定に基づき毎年発生する借入利息を補給してい
る。

R1以前～
R7

601 商工労働課

企業団地維持管理事業
（重点整備）

通常の企業団地の管理に加え、小野田・楠企業団地につい
て、企業の現地視察、調査等に対応するために適宜、除草作
業等を実施する。

R1以前～
R7

300 商工労働課

基
本
施
策
2
1
　
多
様
な
働
く
場
の
確
保

（
３

）
勤
労
者
福
祉
の
推
進

基
本
施
策
2
2
　
企
業
立
地
の
推
進

（
3

）
立
地
基
盤
の
整
備

（
2

）
産
学
官
連
携
の
推
進

（
１

）
企
業
誘
致
の
推
進

95



基
本
施
策

基
本
事
業

事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和４年度

事業費
(単位：千円）

担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

小野田・楠企業団地インフ
ラ等整備事業

企業団地への工場建設などの際には、産業インフラの整備が
重要であるため、インターネット環境の整備や適性な水道供給
など、企業が円滑に事業を行えるよう、立地基盤整備の促進
に努めるものである。

R1以前～
R7

29,514 商工労働課

企業団地維持管理事業
（新山野井団地）

新山野井団地内の調整池を農業用水として利用するため、灌
漑施設を設置し近隣の農地へ農業用水を供給しているが、施
設の老朽化が進み、ポンプが作動しないなどの不具合等も発
生しているため、施設の維持管理のため、必要な修繕等を
行っていく。

R3～
R9以降

1,000 商工労働課

工業用水道施設整備事業 老朽化した工業用水道施設の更新
R1以前～
R9以降

17,280 水道局

商店街共同施設設置補助
商店街の活性化を図るため、共同施設（街路灯、アーケード
等）の整備等に対して補助金の交付を行う。

R1以前～
R9以降

240 商工労働課

空き店舗等利活用支援事
業

３－（４）

市内の指定地区において、空き店舗を活用して事業をする者
（既存事業者、新規起業者等）に対して、当該店舗において事
業を開始するための「リニューアルの費用」の一部を補助す
る。

R2～
R9以降

1,000 商工労働課

商工会議所運営事業（小
野田商工会議所・山陽商
工会議所）

市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、商工
会議所の運営経費等の一部を補助する。

R1以前～
R9以降

7,623 商工労働課

商工センター管理運営事
業

商工業の振興及び商工業者相互の連携向上に資する施設と
して管理運営を行う。
（指定管理者制度導入施設）

R1以前～
R7

10,197 商工労働課

商業振興諸行事支援事業
スマイル
エイジン

グ

商業振興のために商店街等が実施するイベントに対する補助
を行う。

R1以前～
R9以降

3,570 商工労働課

創業応援金交付事業 ３－（４）
「山陽小野田市創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援
事業を受けた事業者に対し、支援のための助成金を交付す
る。

R1以前～
R9以降

1,900 商工労働課

創業支援事業（個別相談
会、支援セミナー等実施事
業）

３－（４）

平成２８年４月に策定した「山陽小野田市創業支援等事業計
画」に基づき、創業を希望する方への個別相談、会計処理相
談などの各種相談会、短期の集中セミナー（起業塾）等を実施
する。創業された方に対しても、フォロー体制を整え、事業経
営をブラッシュアップする。
また、市内で創業を希望する方を対象に、おのだサンパーク
内の店舗スペースを一定期間提供する「チャレンジショップ」を
実施する。

R1以前～
R9以降

2,848 商工労働課

山口東京理科大学生定住
促進事業

３－（１）

山口東京理科大学には市内からの進学はもとより市外、県外
から多くの学生が入学してくることから、本市の住民基本台帳
に登録されている山口東京理科大学の学生に対して、インセ
ンティブとして「住まいる奨励金」を支給し、本市への定住を促
進させるとともに商業振興を図る。

R1以前～
R9以降

6,592 商工労働課

ガラスのブランド化推進事
業

３－（２）
市内で活動するガラス作家の作品をブランド化し、統一的なブ
ランドの下で商品力の高いガラス作品を創り出すとともに、市
のガラス文化の知名度アップを図る。

R2～
R6

19,408 商工労働課
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中小企業相談所補助事業
既存企業の経営体質強化のため、国・県や商工会議所と連携
して、中小企業相談所（両商工会議所内に設置）による講習
会の開催、経営診断、巡回指導等を実施する。

R1以前～
R9以降

2,646 商工労働課

経済団体支援事業
経済団体を支援することで、本市産業・経済を活性化させると
ともに、中小企業者の健全な発展と育成を支援する。

R1以前～
R9以降

54 商工労働課

中小企業振興推進事業 ３－（４）
市総合計画の中期基本計画（R4年度～）策定に合わせて、R4
年度に「第2次中小企業振興推進計画」（Ｒ5年度～）を策定す
る。

R1以前～
R9以降

623 商工労働課

新型コロナウイルス感染症
に関する中小企業等支援
事業

新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業、小規模事業
者支援について、新型コロナウイルスに係る経営相談、国の
補助金などに関する相談窓口やセミナー等を実施する。

R2～
R4

810 商工労働課

中小企業振興資金等融資
事業

中小企業者等を対象とした低利で有利な融資制度の整備を行
うとともに、制度の啓発に努める。また、当該融資制度の利用
に際し、保証料を市が全額補給するなど中小企業者にとって
利用しやすいものとしている。

R1以前～
R9以降

186,000 商工労働課

経営所得安定対策事業
経営所得安定対策事業の実施に必要となる現場における推
進活動や要件確認等の事務に対する補助金。

R1以前～
R9以降

1,170 農林水産課

農業改良普及等事業

宇部地区農業改良普及協議会への負担金。宇部地区農業改
良普及協議会は山陽小野田市、宇部市、ＪＡ山口県が参加
し、農業改良普及事業を行う他、農村青年、農業研究団体、
生活改善グループ等の育成等を行う。

R1以前～
R9以降

264 農林水産課

やまぐち農林振興公社支
援事業

やまぐち農林振興公社に対する賛助会費。
当公社は就農・就業の相談窓口であり、様々な支援策等を紹
介し、相談から定着までの一貫した支援を市やJA等関係団体
と連携して行っており、本市の青年等就農計画認定委員会の
委員であり、青年等就農計画の認定を行う。また農地中管理
機構とて農地の集積等の業務も行う。

R1以前～
R9以降

131 農林水産課

農業管理センター運営支
援事業

農業管理センター運営に要する人件費への補助金。農業管理
センターは、山陽、小野田地区の2箇所に設置されており、直
接農業者の窓口となるだけでなく、市、農業委員会、県、国、Ｊ
Ａ等の関係機関が定期的に担い手の育成・確保、農業生産組
織の育成等について協議している。

R1以前～
R9以降

992 農林水産課

農地中間管理機構事業

農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な農業
の実現のため、農地中間管理機構を活用し、担い手への農地
集積と集約化を図る。「農業経営基盤強化の促進に関する基
本的な構想」において令和5年度末を目標に担い手への集積
率を概ね40％とすることとしているため、集積目標は40％(担
い手人数R10年度 70人）とする。既存の農事組合法人による
大規模な集積は完了しており、今後は令和4年度に設立予定
の農事組合法人及び個人の担い手による集積を推進する必
要がある。

R1以前～
R9以降

450 農林水産課

担い手支援事業

担い手の育成・確保を図るため経営発展を目指す認定農業者
の農業用機械・施設の導入経費の一部を支援する。
○補助対象　農産物の生産、農業経営の開始または改善に
必要な機械(10万円以上)・施設の取得に要する経費
○補助金額　事業費の1/2　上限機械50万円・施設100万円
　(5年間の認定期間中に1回限り）

R2～
R9以降

5,000 農林水産課
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事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和４年度

事業費
(単位：千円）

担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

６次産業化・農商工連携応
援事業

３－（４）

農林水産業従事者の高齢化が進む中で、担い手や労働力の
確保が益々困難になると予想される中、農林水産業が発展し
ていくためには、「売れる商品づくり」が必要であり、現代の
ニーズに合った商品開発や適切な販路開拓が課題となってい
る。しかし、農林水産業者は家族経営や小規模な企業が多く
、消費者ニーズを踏まえた取組を単独で実施することは難し
い。そこで、市内農林水産物を使用した、真に売れる新商品開
発など、販路拡大までの総合的な支援を行うことで、成功事例
を創出し、農林水産業全体の発展に寄与する。

R3～
R9以降

5,000 農林水産課

集落営農活性化プロジェク
ト促進事業

集落営農組織の構成員の高齢化や減少が進む中で、将来に
わたって農地を持続的に利用できるよう、集落営農の活性化
に向けたビジョンづくり、その実現に向けた人材の確保、収益
力向上に向けた取組、組織体制の強化、効率的な生産体制
の確立など、地域の状況を踏まえて総合的に支援する。

R4～
R9以降

250 農林水産課

農業次世代人材投資事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後
の経営確立を支援する資金（経営開始型（５年以内））を交付
する。
なお、令和４年度に国の新規就農支援策について大幅な改正
が予定されており、令和４年度から認定新規就農者として認定
された者から適用される予定。

R1以前～
R9以降

6,000 農林水産課

新規就農・就業者定着支
援事業

新規就農者を雇用又は、構成員として受け入れた法人が、国
の農の雇用事業を2年間活用した後に継続して雇用等を行う
場合、単県事業で最長３年間の支援を行なう。

R1以前～
R9以降

2,200 農林水産課

新規就農者支援事業 ３－（４）

　経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対し、農業用
機械又は施設等の整備に要する経費の一部を補助し、経営
の安定化及び次世代を担う農業者を確保・育成することを目
的とする。

R1以前～
R9以降

1,816 農林水産課

家畜診療体制運営支援事
業

主に家畜診療業務を行い、定期的な予防注射の接種を実施
するなど適切な診療に努めている。また、飼養管理指導や家
畜導入時の検査等も実施している。

R1以前～
R9以降

1,668 農林水産課

中部地区家畜保健衛生推
進協議会支援事業

協議会をとおして、家畜法定伝染病及び伝染性疾病の発生予
防とまん延防止に対する協力。家畜の改良増殖、受胎率の向
上を図るための協力。環境保全対策や担い手支援対策。耕作
放棄地の保全対策として山口型放牧の推進。

R1以前～
R9以降

43 農林水産課

酪農振興補助事業 乳牛の資質の向上と酪農経営の安定を図る。
R1以前～
R9以降

112 農林水産課

市有林整備事業

多面的機能を有する森林を、無秩序な伐採や開発、荒廃から
守り、長期的な視点にたった計画的かつ適切な森林の取扱い
を推進する。間伐については本数率にして30％以上、樹冠祖
密度が間伐後5年で8/10以上となるように実施。間伐回数2～
5回。
【補助率　標準補助単価*4/10*査定係数】

R1以前～
R9以降

3,000 農林水産課

森林経営管理事業

　森林経営管理法に基づき、私有人工林における森林経営の
意向調査を行い、森林所有者自らが経営管理を実行できない
森林を市が経営管理の委託を受け、森林経営に適した森林は
意欲と能力のある林業経営体に経営管理の再委託を行う。市
が経営管理の委託を受けた森林の内、自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林や再委託に至るまでの森林は市が
間伐等の経営管理を実施する。
　また森林環境整備基金からの繰入金を財源に、民有林の整
備環境促進、荒廃抑制を目的に林道及び作業道の路網整備
を実施する。

R1以前～
R9以降

11,000 農林水産課

森林環境譲与税事業
パリ協定の枠組みの下において、温室効果ガス排出削減目
標の達成、災害防止を図るための国からの譲与税を森林整備
や森林整備の促進に関する財源を基金により積み立てする。

R1以前～
R9以降

11,000 農林水産課

山口県林業協会支援事業
森林整備事業の推進のため、山口県林業協会へ会員登録す
る。（県内全市町が登録）

R1以前～
R9以降

68 農林水産課
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事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和４年度

事業費
(単位：千円）

担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

山口流域林業活性化セン
ター支援事業

山口・美祢農林事務所管内の区域における地域林業の活性
化のため、木材生産、流通、加工体制の整備、林業労働力の
育成確保、及び高性能林業機械の導入等、並びに森林の多
様な利用について総合的かつ一体的に推進するため、セン
ターに負担金を支払う。

R1以前～
R9以降

82 農林水産課

林業研究グループ支援事
業

林業従事者等で結成する林業研究グループの活動を支援す
る。林業技術・経営の研究改善により林業経営の向上を目的
とし、自主活動を実施。また、都市部の市民との交流事業や小
学生対象の森林学習体験などを展開している。

R1以前～
R9以降

72 農林水産課

繁殖保護事業
水産物の安定供給の充実、漁獲高の向上を図るために種苗
等の放流を実施する組織に対し、補助を行う。

R1以前～
R9以降

280 農林水産課

種苗放流等支援事業

宇部・小野田・山陽地域栽培漁業推進協議会が実施するクル
マエビ・ガザミの種苗を放流する中間育成事業等の負担金で
あり、水産資源の回復及び水産物の安定供給の確保、さらに
漁家経営の安定を図る。

R1以前～
R9以降

1,700 農林水産課

内水面繁殖保護事業
鮎・ウナギ・モクズガニ等の種苗購入費の一部を予算内で補
助し、定期的な稚魚の放流を行うことで厚狭川の水産資源の
回復を図る。

R1以前～
R9以降

220 農林水産課

農業委員会事務

農地法等に基づく許認可事務のほか、農地等の利用の最適
化の推進（担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防
止・解消、新規参入の促進）に積極的に取り組む。後継者の
育成、農業者年金の普及等も積極的に推進する。年に一度の
農業委員会だよりの発行などの情報提供活動を行い、農業情
勢に対する農業者の意識の高揚を図る。農業委員研修を行
い、識見の向上に努める。

R1以前～
R9以降

12,734
農業委員会
事務局

農地利用最適化推進事業
農地利用最適化推進委員が農業委員と連携し、農地等の利
用の最適化の推進（担い手への集積・集約化、耕作放棄地の
発生防止・解消、新規参入の促進）に積極的に取り組む。

R1以前～
R9以降

15,606
農業委員会
事務局

県営農業競争力強化基盤
整備事業（王喜東地区）

農地の大区画化及び農業水利施設の整備を実施し、農地集
積・集約化を図ることを目的として、山陽小野田市埴生地区
10haを含む54haの農用地について、下関王喜東地区として区
画整理を実施する。
（総事業費1,700,000千円うち担金総額314.814千円）

R1以前～
R9以降

2,934 農林水産課

県営経営体育成基盤整備
事業（郡・川東地区）

郡・川東地区では、ほ場整備されていないことで、作業効率や
生産性が低い状況にある。そこで、水田の区画整理や水路、
農道などの農業生産基盤整備を行い、効率かつ安定的な農
業経営の確立を目指す。併せて、ほ場整備により、地域農業
の中心的役割を担う経営体（担い手）に農地の利用集積を進
め、担い手が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を
図る。（整備予定面積：約26ha）

R1以前～
R9以降

2,750 農林水産課

土地改良区等推進補助事
業

土地改良区等が維持管理している排水機場等の土地改良施
設の適正な運転を行うための維持管理費の助成、事業償還
金補助を行う。高千帆土地改良区・後潟土地改良区・南高泊
干拓農協・古開作土地改良区・山陽土地改良区・厚狭寝太郎
堰土地改良区が対象。償還金については、平成31年度に後
潟土地改良区及び山陽土地改良区、令和2年度に古開作土
地改良区、令和4年度に高千帆土地改良区が終了する予定。

R1以前～
R9以降

15,421 農林水産課

小規模土地改良助成事業

地元から要望等のあった農業用施設の改修等について、単県
事業等の要件に合わないものについて市の単独事業として実
施する。また、要望件数が多い場合には、全ての事業実施が
困難であるため緊急性等を考慮して実施箇所を選定して行
う。

R1以前～
R9以降

8,500 農林水産課

単市土地改良整備事業
簡易な補修整備等、国や県の補助事業の要件を満たさない事
業を実施することで農業施設等の整備を行う。

R1以前～
R9以降

5,780 農林水産課

土地改良事業団体連合会
支援事業

　県内の土地改良事業を推進するために土地改良法第111条
の3により、昭和33年に公法人として「山口県土地改良事業団
体連合会」が設立された。県内のすべての市町が会員となっ
て、国・県の補助を受けて土地改良施設維持管理適正化事業
等を行う。

R1以前～
R9以降

808 農林水産課
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事業概要 事業期間
令和４年度

事業費
(単位：千円）

担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

石井手頭首工改修事業
（県営防災減災事業・河川
応急）

石井手頭首工は、昭和４２年に農業用水の取水堰として築造
されて以後４０年が経過しており、扉体の劣化・漏水に加え、
ゲート操作が不完全な状態にある。洪水時にはすぐに倒伏し
なければ通水断面が不足し、周辺地域に湛水被害が及ぶと
想定される。また、再び起立しない状態となれば、営農への影
響が懸念される。（国55％、県37％、市4.8％、地元3.2％）総事
業費482,000千円

R1以前～
R5

6,720 農林水産課

危険ため池改修事業 １－（２）

　市内には、危険ため池に指定されたため池が３箇所あるが、
これらのため池については、堤体からの漏水等が確認されて
おり、充分な安全性が確保されていない状態にある。危険た
め池については、営農の確保並びに災害の未然防止を図るた
め、順次、改修していく。

R1以前～
R4

2,359 農林水産課

防災重点ため池等廃止事
業

１－（２）

　防災重点ため池は、下流域に人家・公共施設等があるため
池について山口県が指定した。決壊時には甚大な被害が発生
するため、使用されてないため池については廃止するように位
置付けられている。市内には、防災重点ため池に指定された
ため池が９４箇所ある。これらの中に農業施設として不要に
なった農業用ため池の維持管理等が充分に行われておらず、
安全性が確保されていない状態にため、災害の未然防止を図
るために順次、廃止（切開）工事していく。

R1以前～
R4

9,000 農林水産課

土地改良区等推進補助金
（追加）

高千帆土地改良区が維持管理している排水機場等の土地改
良施設について、令和４年度から管理業務について業者委託
することとなった。また、今まで排水機場等の受電・停電の電
源の切替業務について、中国電力が業務の一環として行って
いたが今後は土地改良区が委託している主任技術者が行う
必要が出てきた。高千帆土地改良区・後潟土地改良区・南高
泊干拓農協・古開作土地改良区・山陽土地改良区・厚狭寝太
郎堰土地改良区が対象。

R4～
R9以降

4,824 農林水産課

地方卸売市場管理事業
民間会社に市場施設を貸し付け民間会社よる市場運営を行う
予定であり、市は市場の施設整備及び維持管理のみを行う。

R1以前～
R9以降

289 農林水産課

地方卸売市場施設整備事
業

来年度から民間会社による市場運営に移行し、市は市場の施
設整備及び維持管理のみを行う。3年間は市場使用料につい
ては1/10に減免することとし、4年目以降から段階的に減免額
を引き下げ、正規な市場使用料に近づけていく。また市場の
施設整備及び維持管理にかかる経費について、民間運営会
社と協議を行う。

R1以前～
R9以降

1,840 農林水産課

市有林・林道管理事業
林業作業の公道として適切な維持管理を行い、災害防止や土
砂流出防止等の役割を果たす。また、市有林地の巡視、危険
木伐倒除去を行い市有林の整備を行う。

R1以前～
R9以降

1,372 農林水産課

森林災害対策事業
市有林造林地等における台風被害や山火事等による損害に
対応するための保険に加入する。

R1以前～
R9以降

520 農林水産課

有害鳥獣捕獲事業

農作物に被害を与える有害鳥獣の捕獲を促進するための委
託及び奨励補助。近年、特にイノシシによる被害が多発してお
り、その対応を山口県猟友会小野田地区、山陽地区に委託す
る。

R1以前～
R9以降

917 農林水産課

有害鳥獣捕獲奨励事業

農林水産物等への被害軽減を目的に有害鳥獣の捕獲を奨励
するため、山陽小野田市有害鳥獣対策協議会を事業実施主
体とし、有害鳥獣を山陽小野田市内で適法に捕獲し、その確
認資料を提出した者に対し補助金を交付する。
また、令和４年度から近年増加しているヌートリアについても
対象とし、被害防止に努める。

R1以前～
R9以降

1,365 農林水産課

有害鳥獣防護柵等設置事
業

山林の荒廃がすすむ中、有害鳥獣による農作物被害が増加
し、それを防止・減少させるための補助事業。特に、イノシシの
被害が多発しており、また民家等にまで出没していることから
早急な対応が必要であるため、集落等に対して予算の範囲内
で補助する。

R1以前～
R9以降

1,500 農林水産課

有害鳥獣対策協議会支援
事業

鳥獣による農林水産物等への被害の軽減に資するため、山
陽小野田市有害鳥獣対策協議会の運営費の一部又は全部に
ついて、予算の範囲内で補助する。

R1以前～
R9以降

27 農林水産課
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事業名 重点施策
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事業概要 事業期間
令和４年度

事業費
(単位：千円）

担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

有害鳥獣捕獲奨励事業
（臨時分）

増え続ける有害鳥獣による農作物被害防止を目的に捕獲の
奨励のため、令和元年度からイノシシの捕獲奨励金単価の引
き上げを行った。その効果により捕獲頭数が増加したため、予
算の範囲内で收めることが困難である。予算の範囲内で収め
ようとした場合、令和2年度実績分で試算すると、単価がイノシ
シ1頭あたり2,600円となり、単価を2,500円から4,000円に引き
上げた効果がなくなってしまうため、予算を増額する。
また、あわせて近年増加しているヌートリアの捕獲に対しても
奨励金（2,000円/匹）の対象とし、被害防止に努める。

R1以前～
R9以降

1,365 農林水産課

埴生漁港整備事業

漁船の大型化に伴う休憩、陸揚げ施設の不足、用地不足及び
干潮時の水深不足による出漁制限等の作業環境の向上のた
め、漁港の外郭施設、係留施設、水域施設及び用地を整備す
る。

R1以前～
R9以降

50,539 農林水産課

漁港施設管理事業 市内の漁港について、維持管理を行う。
R1以前～
R9以降

600 農林水産課

護岸等補修事業
市内４漁港は築造後年数が経過し、老朽化が激しい。定期
的・計画的に補修工事を行うことで、施設の長寿命化及び改
修に係るコストダウンを図る。

R1以前～
R9以降

1,321 農林水産課

機構集積支援事業（農地
利用状況調査等）

農地法の規定に基づき、年１回、市内全域の農地利用状況調
査を実施する。調査の結果、遊休農地と判定された農地に
は、耕作放棄地再生事業や耕作希望者への斡旋を行う。利用
意向調査を行い、農地中間管理機構等への集積支援など、遊
休農地の減少に向けた対策を講じる。

R1以前～
R9以降

457
農業委員会
事務局

地産地消推進補助事業

旬菜惑星推進協議会は、生産者、流通、加工関係者、消費者
等が連携した地産地消の推進や、流通販売の活性化を通じた
地域農産物の生産・需要拡大を図るために設置された組織。
ＪＡ、県、市場、企業がこれを推進している。

R1以前～
R9以降

300 農林水産課

農林水産まつり補助事業
農業・林業・漁業の第一次産業が全て参加するイベント。安
全・安心な農産物が求められる中、地元農水産物を知ってもら
い、地産地消を推進するための絶好の機会である。

R1以前～
R9以降

150 農林水産課

食品加工指導推進補助事
業

平成18年に旧市町の生活改善実行グループ連絡協議会が合
併し、山陽小野田市生活改善実行グループとなる。現在、会
員は26名。農業の担い手との交流や地産地消の推進、地場
産農産物を利用した特産品の開発等による地域農業の活性
化を図る。

R1以前～
R9以降

18 農林水産課

野菜価格安定化事業
指定野菜の価格が著しく低落した場合に、 生産者補給金を交
付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次
期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図る。

R1以前～
R9以降

50 農林水産課

魚食普及推進協議会支援
事業

地区の魚食普及推進協議会の上部組織山口県水産物消費
拡大運動推進協議会への負担金の一部を市が負担する。こ
れにより、市内小中学校の給食材料（水産物）の一部を県協
議会が負担する。

R1以前～
R9以降

23 農林水産課

（
３

）
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に
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の
強
化

圏域内道の駅等連携農林
水産物販路拡大プロジェク
ト

圏域内にある道の駅等の施設に連携市町の特産品コーナー
を設置するとともに各施設で行うイベントの情報提供や広報誌
等の配布により、圏内農林水産物の積極的なPR活動を展開
し、圏域内での新たな販路の確保・拡大に取り組む。

R1以前～
R9以降

50 農林水産課
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事業概要 事業期間
令和４年度

事業費
(単位：千円）

担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

観光資源整備事業

市内最高峰（標高324ｍ）の松嶽山は、展望台から厚狭市街・
竜王山・瀬戸内海までの雄大な眺望が得られるとともに、近く
には県指定文化財の「銅鐘」を擁している。これら観光資源へ
の良好なアクセスを維持し、私有地（正法寺所有）を展望台用
地として開放することで、魅力ある観光地づくりの推進に努
め、観光客の増加を図る。

R1以前～
R9以降

421
シティセール
ス課

産業観光振興事業

宇部市・美祢市とともに産業観光推進協議会を組織し、本市
内で催行する産業観光バスツアーについて、企画・運営するこ
とにより、交流人口の増加を図る。また、ツアー中に必ずお土
産品店を訪問するなど、産業観光のみならず本市内での観光
消費額の増加につながるよう工夫する。

R1以前～
R9以降

600
シティセール
ス課

山口県央連携都市圏域事
業

山口県央連携都市圏域を構成する７市町（本市、山口市、宇
部市、萩市、防府市、美祢市、津和野町）では、令和３年度
に、第１期ビジョンの集大成として、７市町全体を会場に見立
てた周遊型イベント「山口ゆめ回廊博覧会」を開催し、７つの
テーマ（芸術・祈り・時・産業・大地・知・食）に基づいたイベン
ト・プロモーションを一体的に実施した。
令和4年度からは、第2期ビジョンとして、圏域住民が誇りを持
てる地域づくりと、おもてなしあふれる観光地づくりを一体的に
行う「観光地域づくり」を推進していく。具体的には、インバウン
ドへの対応、マイクロツーリズムの推進、各市町のコンベンショ
ン施設の連携・活用によるＭＩＣＥ等の誘致強化、二次交通の
強化、キャッシュレス化の促進等の取組を実施していく。

R1以前～
R9以降

933
シティセール
ス課

山口県央連携レノファ山口
応援事業

山口県央連携の広域観光プロジェクトチームとして、レノファ山
口サンクスデーにおけるレノファ山口の試合会場や、7市町
（本市、山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、津和野町）
の観光施設等でスタンプラリーを実施し、7市町の観光ＰＲを行
うことにより誘客を図る。

R1以前～
R9以降

15
シティセール
ス課

広域連携強化推進事業
JR美祢線利用促進協議会（構成市／長門市、美祢市、山陽
小野田市）におけるイベント等の企画・運営に参加し、、広域で
交流人口の増加を図る。

R1以前～
R9以降

ゼロ予算
シティセール
ス課

山陽小野田名産品活用促
進事業

山陽小野田観光協会に補助金を交付し、同協会内に設置して
いる山陽小野田名産品推進協議会を通じ、名産品フェアの開
催や関西同郷会での広報宣伝活動、また新たな名産品の発
掘や認定に取り組むことで、名産品の認知度向上及び販路拡
大を目指している。

R1以前～
R9以降

151
シティセール
ス課

きららビーチ焼野管理事業

きららビーチ焼野の維持管理については山口県より市に管理
委託されている。現在は市から指定管理者に管理委託してい
る。この施設が安全かつ適正に管理されることで、安心かつ快
適に利用できる。

R1以前～
R9以降

238 土木課

焼野海岸排水処理場修繕
事業

焼野海岸（きららビーチ焼野）の水質保全のために周辺自治
会の排水をこの排水処理場に集めて処理する施設である。こ
れが供用開始より１５年が経過しており、機器の定期的な更新
をする。

R4～
R9以降

2,000 土木課
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担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

国際観光推進事業

山口県国際観光推進協議会（構成／国、県、市町、県観光連
盟等63団体・企業）と連携することにより、国外に向けて戦略
的な情報発信を行い、外国人観光客の誘致を図る。
令和3年度は、新型コロナウイルス感染収束後に増加が見込
まれる訪日旅行客を本県に確実に取り組むため、「山口県の
認知度向上」、「本県宿泊旅行商品の造成促進」の２つを重点
項目として、東アジア地域からの誘客の更なる拡大を図るとと
もに、東南アジアや欧米など新たな市場からの誘客にも取り
組んでいく。

R1以前～
R9以降

200
シティセール
ス課

観光宣伝タイアップ事業

山口県観光連盟と連携することにより、県内及び全国に向け
て効果的な広報活動を行い、本市への観光振興を図る。な
お、山口県観光連盟の令和3年度事業計画は、プレミアム宿
泊券・フェリー券の販売及び体験型コンテンツを活用した観光
需要の喚起、観光客のニーズの変化を踏まえた「安心安全」
なプロモーションの展開により新型コロナウイルス感染症によ
り、大きく落ち込んだ観光需要の回復を目指している。また、
「やまぐちDMOツーリズム戦略」の4つの経営方針に沿って、
多様な関係者の参加によるツーリズムの振興を図り、戦略の
目標指標に掲げる観光消費額や延べ宿泊者数等の増加を目
指している。

R1以前～
R9以降

797
シティセール
ス課

観光プロモーション事業 ３－（１）

県内及び北九州都市圏に居住する30代～40代の女性をター
ゲットとし、Ｒ１年度は観光動画や観光パンフレット「スマイル・
スポット」を作成し、Ｒ2年度は、ＪＲ小倉駅のデジタルサイネー
ジでの情報発信、新たに作成した観光パンフレットの配布、動
画を県内民放テレビ局で放映するなどにより本市の認知度向
上及び交流人口の増加を図ってきた。しかしながら、ターゲット
層における多くの利用が見込める媒体であるＳＮＳを活用した
情報発信については、これまで取り組んでおらず、観光協会
のインスタ公式アカウントの閲覧数は、近隣の観光協会に比
べ、大幅に少ない状況である。そこで、Ｒ４年度は、新たな観
光プロモーションとして、ＳＮＳを活用したインスタグラムハッ
シュタグキャンペーンによるフォロワー数の増加に繋げ、本市
の周知と魅力の促進を図る。Ｒ５年度には、インスタグラムに
よる行動に結びつく施策として、ターゲット層に合わせたインフ
ルエンサーを活用した事業を実施し、本市への誘客促進及び
観光消費額の増加を図る。なお、実施主体は山陽小野田観光
協会であり、これらの事業について補助金を交付する。

R1以前～
R9以降

500
シティセール
ス課

観光物産宣伝事業

山口県物産協会（構成／市町、商工会議所、民間企業等288
会員）と連携することにより、県内及び全国に向けて効果的な
広報活動を行い、新たな販路拡大と市のPRを推進する。
なお、山口県物産協会の令和3年度事業計画は、①県内外で
の物産展の開催、②商談会やホームページやカタログによる
山口県産品の紹介等の情報収集・提供事業、③おいでませ山
口館での即売事業を実施する予定である。

R1以前～
R9以降

12
シティセール
ス課

第二次山陽小野田観光振
興プラン策定事業

第二次総合計画の観光分野に関する個別計画として、施策を
計画的に推進するとともに、多様な関係者が協創して取り組
んでいくための指針として令和２年３月に山陽小野田市観光
振興プランを策定した。当該プランは令和8年3月に終期を迎
えることや、上位計画である第二次総合計画の基本計画（後
期計画）との整合性を図る上で、令和７年度中に新たなプラン
となる第二次山陽小野田観光振興プランを策定する。

R4～
R7

ゼロ予算
シティセール
ス課

観光協会運営支援事業

観光に関わる様々な人材が所属する山陽小野田観光協会
（構成／135会員／個人会員41、団体会員94）の運営を経費
的・人的に支援することを通し、交流人口の増加を促し、観光
振興を図る。
なお、山陽小野田観光協会の令和3年度基本方針は、「発信」
に関する新たな取組として、コロナ禍である今だからこそ、アフ
ターコロナに向けて本市の魅力を広く効果的に情報発信でき
るよう協会のホームページをリニューアルすることとしてます。
また、その他に「来嶋又兵衛」及び「和泉式部」におけるＳＤ
キャラクター（2頭身キャラ）を制作し、新たな観光ＰＲの素材と
して観光パンフレットやノベルティ等に活用し、情報発信の強
化を図ってます。

R1以前～
R9以降

2,332
シティセール
ス課

観光交流促進事業

山陽小野田観光協会の情報発信経費（保守及び通信運搬
費）と県外ＰＲ活動について補助金を交付し、観光協会ホーム
ページやＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラム）、山口県住み
ます芸人「どさけん」さんを活用した観光情報の発信や、県外
イベントや旅行会社への売り込みに参加することで、本市の観
光資源の認知度向上を図り、交流人口を増加させる。

R1以前～
R9以降

357
シティセール
ス課
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担当課

産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～4

観光パンフレット等作成事
業

山陽小野田観光協会へ補助金を交付し、観光協会でノベル
ティグッズ（ウェットティッシュ、手さげ袋、ＰＲキャラクターシー
ル等）を作成し、イベント参加者に対し配布することで本市の
観光資源の認知度向上を図り、交流人口を増加させる。

R1以前～
R9以降

500
シティセール
ス課

観光ボランティアガイド活
動支援事業

スマイル
エイジン

グ

観光客等へのホスピタリティ向上を目的として、観光ガイド団
体が実施する事業（ガイド派遣事業・ガイド育成事業等）に山
陽小野田観光協会が補助金を交付することにより、同会を通
じて活動を支援する。

R1以前～
R9以降

100
シティセール
ス課

ゆめ散歩プログラム持続
的実施事業

令和３年度の山口県央連携都市圏域（7市町）周遊型イベント
「山口ゆめ回廊博覧会」では、山陽小野田市主体事業として、
ゆめ散歩造成事業（６プログラム）及び地域資源活用事業（２
プログラム）を造成した。しかしながら、新型コロナウイルス感
染症の拡大により、「木戸刈屋道ウォーキングツアー」につい
ては、４回中１回の催行、地域資源活用事業「お寺でフレンチ」
は、不催行になった。「ガラス作品作り＆ティータイム」及び「ス
ペシャリストと行くネイチャーツアー」は、催行日の大半が満席
状態で、アンケート結果を見ても大好評であった。
これらのプログラムは、既存の観光資源に加え多用な地域資
源を組み合わせた魅力的なものであり、持続的に実施するこ
とで交流人口の増加を図ることができるものであり、令和４年
度からは観光協会の主催事業として実施する。
事業費補助は３年間とし、令和７年度からは、観光協会で自立
化を図る。

R4～
R5

539
シティセール
ス課

観光協会ホームページリ
ニューアル事業

山陽小野田観光協会では、令和３年度は、「発信」に関する新
たな取組として、コロナ禍である今だからこそ、アフターコロナ
に向けて本市の魅力を広く効果的に情報発信できるよう協会
ホームページのリニューアル事業を進めている。具体的には、
スマートホン対応や検索機能の導入、デザインやコンテンツ構
成の見直しなど、利用者が本市に興味関心を持ち、見やすく
使いやすいものとするために、サイトマップの構成から大幅な
変更を行うこととしている。事業期間は令和３年度及び令和４
年度の２か年とし、公募型プロポーザルにより業者決定を行
う。
令和３年度の観光協会予算では、令和２年度から繰り越され
た約1,500千円を財源とし、予算を確保したところであるが、リ
ニューアルの内容次第では、事業費が予算を大幅に上回るこ
とが予想される。ついては、本市の観光資源の認知度向上を
図り、交流人口の増加に寄与する取組であり、市観光振興プ
ランに基づく事業であるため、事業費の一部について、補助金
を交付する。

R1以前～
R9以降

300
シティセール
ス課

おもてなしサポーター育成
事業

スマイル
エイジン

グ

ホスピタリティの向上を目的に、市内観光関係団体を対象に
本市の観光資源の知識、観光案内のノウハウを教授し、事業
所を訪れた方に観光案内や情報を提供する。また、新たな観
光パンフレットの作成や観光情報を入手した場合には、おもて
なしサポーターにこまめに連絡するなど、連携を密にすること
で、観光客の満足度を高めていく。

R1以前～
R9以降

100
シティセール
ス課

基
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